
                         議案第２７号

日立市建築基準条例の一部を改正する条例の制定について

日立市建築基準条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するも

のとする。

      令和 ２ 年 ３ 月 ４ 日提出

                日立市長  小 川 春 樹   

                                

（提案説明）

建築基準法施行令の改正に伴い、引用条項を改めるため、本条例を制

定するものであります。



   日立市建築基準条例の一部を改正する条例

日立市建築基準条例（平成１２年条例第１０号）の一部を次のように

改正する。

第 ２ ９条 第１ 号 中「 第 １１ ２条 第 １８ 項 第１ 号」 を 「第 １１ ２ 条第

１９項第１号」に改める。

第 ４ ７条 第１ 項 及び 第 ３項 中「 第 １１ ２ 条第 １８ 項 第２ 号」 を 「第

１１２条第１９項第２号」に改める。

第 ４ ８条 第１ 項 中「 第 １１ ２条 第 １８ 項 第１ 号」 を 「第 １１ ２ 条第

１９項第１号」に改める。

第４９条中「第１１２条第１８項第１号」を「第１１２条第１９項第

１号」に、「第１１２条第１０項」を「第１１２条第１１項」に改める。

第５０条第１項第１号中「第１１２条第１８項第２号」を「第１１２

条第１９項第２号」に改める。

第５２条の２中「第１１２条第１９項」を「第１１２条第２０項」に、

「同条第２０項」を「同条第２１項」に改める。

第５９条第２項第２号中「建築物が令第１３７条の１４第３号ロに規

定する防火設備で区画されている場合における当該区画された」を「令

第１２６条の２第２項各号に掲げる建築物の」に改める。

   附 則

この条例は、令和２年４月１日から施行する。


